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流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会 

（「プレミアム既存住宅（仮称）」登録制度検討会）（第１回） 

平成２８年１２月１９日 

 

 

【村上住宅国際対策官】  定刻より３分ほど早うございますが、委員の皆様、おそろい

になられましたので、ただいまから第１回流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検

討会を開会させていただきます。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、また年末の朝早くからご出席い

ただきまして、まことにありがとうございます。私は、事務局を務めさせていただきます

国土交通省住宅局住宅政策課の村上と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、第１回検討会の開会に先立ちまして、国土交通省大臣官房審議官の伊藤より

ご挨拶申し上げます。 

【伊藤審議官】  おはようございます。本日は、大変朝早くから、また年末のお忙しい

ときに、こういう形でお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。また、

常日ごろお集まりの皆様方には、住宅行政、国土交通行政に多大なるご尽力をいただいて

おりますことに関しまして、この場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。 

 本検討会の趣旨でございますが、もともとご案内のとおり、我が国で住宅を取得しよう

と思ったら、基本的に８割以上が新築であって、あまり既存住宅は選ばれていない。買う

側からすると、あえて今私どもは既存住宅と言わせていただいておりますけれども、いわ

ゆる中古住宅ということですと、何となく古いとか、汚いとか、あるいはちょっと不安だ

とか、そういったイメージが非常につきまとっているところでございます。そういうこと

から、日本再興戦略においてプレミアム既存住宅（仮称）という名前のものをつくりたい

と申し上げたのは、そもそもそういう中古住宅のイメージを変えて、もともと住生活基本

計画で言っておりますように、既存住宅の流通が平成２５年に４兆円だったのを、平成３

７年に８兆円に増やすということを実現するという目標を達成するための１つの手段とし

て考えているわけでございます。 

 そういう意味でいいますと、いわゆる中古住宅と言っているものについてのイメージを

変えられるような、そういったものにしたいということで考えているわけでございます。
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そうすることによって、多分売る側にとっては、今デッドストックになっている住宅がち

ゃんと資産になる、フロー化するという意味がありますし、おそらく買う側にとってみま

すと、いわゆる新築プレミアムということではない形でのいい既存住宅をちゃんと買う、

若者などが買うことができるということで、住宅取得の夢というものを実現できる、こう

いうウイン・ウインの関係ができるのではないかと思っております。非常に短い時間での

ご議論をお願いすることで、まことに申しわけございませんが、そういう趣旨で新しい既

存住宅のありようというものを提示するという観点から制度を作っていきたいと思ってお

りますので、委員の皆様におかれましては、活発なご議論をいただきますようにお願いす

る次第でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

【村上住宅国際対策官】  それでは、お手元の資料の確認から始めさせていただきます。

議事次第の配付資料に記載がございますように、資料１から資料５、それから委員の皆様

には、今、伊藤からご挨拶の中でも申し上げました日本再興戦略について席上配付の資料

を１枚追加させていただいております。資料の不足等がございましたら、議事の途中でも

結構でございますので、事務局にお申しつけいただければと存じます。 

 それから、審議の中でご発言いただく場合には、目の前のマイクの紫色のスイッチを押

して赤いランプをつけていただいて、その上でご発言いただければと思います。ご発言が

終わられましたら、オフにして赤いランプが消えるようにしていただければと思います。 

 この検討会では、資料１の規約にございますとおり、議事の進行のために座長を置くこ

ととしております。深尾委員に座長をお願いしております。また、資料と議事内容につき

ましては、後日国土交通省のホームページで公開することとしております。 

 それでは、今回は初回でございますので、資料２の委員名簿、それから座席表に沿って

委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。それでは、まず初めに、座長をお

願いしております首都大学東京名誉教授でいらっしゃいます、深尾委員でございます。 

【深尾委員】  深尾でございます。 

【村上住宅国際対策官】  続きまして、委員の方を五十音順にご紹介いたします。株式

会社リクルート住まいカンパニーＳＵＵＭＯ編集長でいらっしゃいます、池本委員でござ

います。 

【池本委員】  池本です。よろしくお願いします。 

【村上住宅国際対策官】  公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会専務理事でいら

っしゃいます、市川委員でございます。 
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【市川委員】  市川です。お世話になります。 

【村上住宅国際対策官】  一般社団法人住宅生産団体連合会住宅ストック研究会座長で

いらっしゃいます、浴野委員でございます。 

【浴野委員】  浴野と申します。よろしくお願いいたします。 

【村上住宅国際対策官】  一般社団法人不動産流通経営協会業務・流通委員会委員長で

いらっしゃいます、大堀委員でございます。 

【大堀委員】  どうぞよろしくお願いします。 

【村上住宅国際対策官】  弁護士の熊谷委員でございます。 

【熊谷委員】  熊谷でございます。よろしくお願いいたします。 

【村上住宅国際対策官】  横浜市立大学国際総合科学部教授でいらっしゃいます、齊藤

委員でございます。 

【齊藤委員】  齊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【村上住宅国際対策官】  一般社団法人住宅リフォーム推進協議会市場環境整備委員会

委員長でいらっしゃいます、城山委員でございます。 

【城山委員】  城山です。よろしくどうぞお願いします。 

【村上住宅国際対策官】  公益社団法人全日本不動産協会専務理事の中村様に委員をお

務めいただいておりますが、本日は代理で同じく専務理事の秋山様にお越しいただいてお

ります。 

【秋山委員】  中村の代理でございます秋山でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

【村上住宅国際対策官】  一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会運営委員でいらっし

ゃいます、西山委員ございます。 

【西山委員】  西山でございます。よろしくお願いします。 

【村上住宅国際対策官】  それでは、以後の議事進行につきましては、深尾座長にお願

いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【深尾座長】  おはようございます。深尾でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 ただいまから第１回流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会の議事に入りた

いと思います。委員の皆様には、ほんとうにお忙しいところご出席いただきまして、あり

がとうございます。議事次第にありますように、今日の議事は流通促進に寄与する既存住
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宅の情報提供制度にかかわる論点について、となっております。 

 それでは、この議事次第に従って進めますが、まず議事１について国交省より説明をお

願いいたします。 

【事務局】  それでは、改めまして、資料に沿ってご説明いたしますが、その前に、今

回の検討会のサブタイトルにございますプレミアム既存住宅（仮称）登録制度につきまし

て、補足説明を申し上げたいと存じます。委員の皆様には席上に配付させていただいてお

ります。また、先ほど審議官の伊藤からのご挨拶の中でもございましたが、今年６月に、

政府の成長戦略であります日本再興戦略２０１６が閣議決定されております。この中で、

既存住宅流通、そしてリフォーム市場の活性化として、品質と魅力を備えたプレミアム既

存住宅（仮称）の登録制度を創設するという記載がございます。その後、本検討会の開催

に向けまして、関係の事業者の方、それから関係する事業者団体の方にご意見をお伺いし

てまいりましたが、このプレミアム既存住宅という名称は、性能が最上級のものというイ

メージを持たれるということがあって、名称と中身とが必ずしも一致しないのではないか

というご意見を多数頂戴いたしました。このため今回の制度の内容の検討と併せまして、

この名称につきましても改めて検討させていただきたいと考えております。 

 それでは、お手元の資料３、既存住宅を取り巻く状況と活性化に向けた取り組み、そし

て資料４、既存住宅の流通に向けて、資料５、論点を続けてご説明申し上げたいと思いま

す。 

 まず、お手元の資料３をお願いいたします。１ページ目に新築住宅の着工戸数の推移に

ついて、昭和２４年からの経緯をご紹介させていただいております。昭和４２年に１００

万戸を超えて以降、平成２０年、２００８年までは、ずっと１００万戸を超える水準で推

移してきているというものでございます。その後、平成２０年のリーマンショックによっ

て大幅に減少して、緩やかに持ち直しをしているということでございます。 

 ２ページをお願いいたします。今後の状況でございますが、民間のシンクタンクによる

新築住宅の着工戸数の推計を２つご紹介させていただいております。いずれにいたしまし

ても、減少傾向をとるということで推測されております。 

 ３ページをお願いいたします。今度は住宅ストックの姿ということで、真ん中にござい

ます横長の棒グラフが現在の状況を示しているものでございます。人が居住している住宅

ストックの総数が約５,２００万戸、そして空き家も含めますと約６,０００万戸の住宅ス

トックがございます。これらはそれぞれバリアフリー、省エネ等の性能、それから耐震性
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につきまして、それぞれ満たすもの、満たさないものがあるわけでございますが、まず、

耐震性のないストックと申しますものが約９００万戸ございます。これらについては耐震

改修ですとか、建替えによる対応が必要であるということ、また、バリアフリー省エネ基

準を満たさないものにつきましては、リフォーム等による性能の向上をいたしまして、将

来世代に継承できる良質な住宅として供給する必要があるというものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。空き家の状況について詳しく見た資料でございます。空

き家の総数はこの１０年間で約１.２倍ほどに増えております。その中で、賃貸、または売

却用の住宅というものが約半数を占めます。右側の円グラフの青い部分がそれです。これ

に対しまして、その他の住宅、円グラフで申しますと、濃いオレンジ色の部分でございま

すが、これが約３２０万戸ほどございまして、この１０年間で１.５倍に増えているという

ものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。その他の空き家と分類しておりますが、売却用でも賃貸

用でもなく、使い道が考えられていない住宅が３２０万戸ほどあるのですが、それらにつ

きまして、少し粗い推計をいたしましたのがこの資料でございます。３２０万戸のうち耐

震性がある住宅が約１８０万戸ほどございます。この中で腐朽、破損がない住宅が約１０

０万戸、そして例えば駅から１キロ圏内ということで、利便性も一定以上あるだろうとい

うものにつきまして、約５０万戸ほどあるということで、こうした住宅が活用の対象にな

るであろうというものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。今度は既存住宅の流通量の推移と国際比較を行った資料

でございます。まず、左側の棒グラフをご覧いただきますと、既存住宅の流通シェアにつ

きましては、新築住宅の減少に伴ってシェアとしては一定増加してきているということが

言えます。ただ、絶対的な戸数で見ますと、ここ２０年ほど大体１５万戸から１６万戸程

度ということで、横ばい状態であるということが見て取れるかと思います。これを国際的

に比較いたしますと、諸外国と比べて日本はまだまだ新築住宅中心で流通しているという

ことが見て取れるかと思います。 

 ７ページをお願いいたします。既存住宅の流通量を一戸建てと共同建てで分けて示した

ものでございます。まず、一戸建て・長屋建て、棒グラフの上の紫色の部分でございます

が、これはこの２５年間で比較いたしますと、ほぼ横ばい、若干減少傾向ということでご

ざいます。 

 一方で、下側、水色の共同建てについては、平成元年の４万５,０００戸から平成２５年
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の８万２,０００戸ということで、かなり大きく増加しているということが言えるかと思い

ます。 

 ８ページをお願いいたします。リフォーム市場の推移と国際比較でございます。リフォ

ーム市場の規模は、約７.１兆円ということで推計されておりまして、左側の棒グラフにご

ざいますとおり、増築・改築については若干減少傾向でございますが、設備等の維持修繕

費というものが増えてきているというものでございます。また、右側のグラフで諸外国と

比較をいたしますと、日本の場合まだまだリフォーム投資は少ないということが見て取れ

るかと思います。 

 ９ページをお願いいたします。今後の持家への住み替え方法に関する意向ということで、

住生活総合調査の結果をご紹介させていただいております。まず、上段の３本の棒グラフ、

持家に住んでいらっしゃる方のご意向といたしましては、この１０年間ほどで、今後住み

替える住宅として既存住宅がよいという方、また新築にはこだわらないという意向をお持

ちの方が増えてきているということがわかるかと思います。これは下段の借家にお住まい

の方についても同じ傾向が見て取れます。 

 １０ページをお願いいたします。こうした状況を踏まえて既存住宅、それから、リフォ

ーム市場の活性化に向けた施策ということで、基本的な考え方を示したのがこのチャート

でございます。左側が新築住宅、そして真ん中が現在の状況ということで、新築してから

居住し続けている間は、上段にございますように、適切な維持管理を実施するということ、

それから必要に応じて適切なリフォームの実施をするということが必要かと考えておりま

す。 

 これを今後売却する場合には、右上にございますように、インスペクション等によって

安心して住宅を売買するということ、そして右下にございますように、住宅の状態に応じ

た価格で売買するということが必要かと考えております。 

 これらに沿って展開しております施策を１１ページ以降でご紹介させていただいており

ます。まず、１１ページの長期優良住宅化リフォーム推進事業につきましては、性能向上

等のリフォームを支援させていただくという補助制度でございます。 

 １２ページをお願いいたします。住宅金融支援機構による中古住宅の取得・リフォーム

等の支援ということで、ここでは中古住宅と言っておりますが、中古住宅の活用・住み替

えの促進を図るために、例えば住宅の融資保険ですとか、あるいはフラット３５Ｓの金利

の引き下げということで支援させていただいているというものでございます。 
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 １３ページをお願いいたします。先ごろの通常国会で法改正がなされましたけれども、

宅地建物取引業法の一部を改正する法律ということで、中段に①から③に示したような新

しい措置を講じているところでございます。 

 まず、１点目といたしまして、媒介契約の締結時に宅地建物取引業者がインスペクショ

ン業者のあっせんの可否を示して、媒介依頼者の意向に応じてあっせんをするということ、

それから２点目として、重要事項の説明時に宅地建物取引業者がインスペクションの結果

を買い主に対して説明するということ、そして３点目に、売買契約の締結時に基礎、外壁

等の状況を売主・買い主が相互に確認して、書面の交付をするということを新たに措置し

ているところでございます。 

 １４ページをお願いいたします。インスペクションと申しますものについて解説した資

料でございます。左側の戸建て住宅の場合には、インスペクションの対象部位の例といた

しまして、構造耐力上主要な部分、それから雨水の侵入を防止する部分の検査を行うとい

うものでございます。 

 １５ページをお願いいたします。１５ページと１６ページは、住宅の売買にかかる瑕疵

担保責任保険でございます。１５ページが、宅地建物取引業者が販売するタイプ、そして

１６ページが、個人間の売買のタイプでございます。 

 １７ページをお願いいたします。既存住宅の建物評価手法の改善ということで、下段に

ございますように、不動産鑑定評価の実務、それから、宅地建物取引業者の査定へそれぞ

れ反映させるということで、昨年７月にそれぞれ留意点、ないしマニュアル等を発出させ

ていただいているところでございます。 

 １８ページをお願いいたします。これは今年度から新しく始まりました補助制度でござ

いまして、住宅ストック維持向上促進事業というものでございます。これは、良質な既存

住宅の流通に関しまして、ストックの維持向上、評価、流通、金融等の仕組みを一体的に

開発普及していただくということで、特に金融機関に入っていただいて、具体的なローン

商品等を開発していただくものを支援するものでございます。 

 １９ページをお願いいたします。これも先ごろの臨時国会において成立いたしました今

年度の補正予算で新しく創設いたしました補助制度でございます。住宅のエコリフォーム、

良質な既存住宅の購入、そしてエコ住宅の建て替えにつきまして支援させていただくとい

う制度でございます。 

 以上のような施策を講じてきているところでございますが、本検討会でご検討いただき
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たいこととして、資料４にまとめております。まず、めくっていただきまして、２ページ

となっておりますが、こちらでご説明したいと思います。 

 これも冒頭の伊藤からのご挨拶でも申し上げましたが、いわゆる中古住宅のあまり良く

ないイメージを払拭したいということを考えております。従来の中古住宅と申しますと、

左側にありますように、品質に不安がある、将来的に不具合が出てくるのではないかとい

うこと、あるいは見た目として古い、汚いということ、そして何よりも選ぶための情報が

少なくてよくわからないというようなことが、良くないイメージとしてどうしてもつきま

とっているということがございます。 

 これを新しいイメージの既存住宅としまして、右側にございますように、品質が良くて

安心して購入できるということ、それから既存住宅であるけれども、きれいで、あるいは

既存住宅ならではの良さがあるということ、また、選ぶときに必要な情報が十分に提供さ

れて納得して購入できるという、新しいイメージの既存住宅として市場に供給したいとい

うものが今回の検討の原点でございます。 

 めくっていただいて、３ページをお願いいたします。こうした新しいイメージの既存住

宅の供給に向けて、それぞれ検討すべき項目を整理したものでございます。まず、左側の

列に先ほどの不安、汚い、わからないという３つの従来の中古住宅のイメージがございま

す。これらのイメージを払拭するために必要なこと、そして必要な取り組みについて右側

に記載してございます。今日おそらくご議論いただく中心になるところが、右側の論点、

黄色い部分かと思いますが、ここのところの整理と、ご議論をいただきたいというもので

ございます。このチャートには後ほどまた戻ってくるようにさせていただきたいと思いま

す。 

 めくっていただきまして、４ページをお願いいたします。今回この検討会にあたりまし

て、新しいインターネット調査をさせていただきました。まず、既存住宅を選ばなかった

理由ということでアンケートをとりましたところ、４色に色分けしてございますけれども、

一番左側にございますように、情報が不足してよくわからないということに起因するもの、

例えば好みに合うものがない、あるいは価格が妥当か判断できないというところが上位に

来ております。 

 それから価格に関すること、将来高くつきそうだというところがございまして、赤い棒

グラフですけれども、品質の不安というものが幾つか続いております。また、見た目の汚

さというところもその次に続いているというものでございます。 
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 ５ページをお願いいたします。既存住宅を購入する上での重要度を、実際に購入された

方、それから購入されなかった方で比較した棒グラフでございます。左側の棒グラフの塊

が既存住宅の購入を検討されたけれども購入されなかった方です。一方で、右側の棒グラ

フの塊が、過去５年以内に既存住宅を購入された方でございます。これを見比べていただ

きますと、非購入者と比較しまして右側の購入者を見ていただきますと、青がとても重要

である、オレンジがまあまあ重要ということなのですが、棒グラフが少しへこんでいる、

あまり重要さを感じていないというところがグラフの背の高さの差として見ていただける

かと思います。 

 例えば住宅の価格ですとか、広さ、間取りというところは、それぞれ重要視されている

わけでございますけれども、一番上にございます赤で囲っている設備、給排水、換気など

に不具合がないかというところ、あるいは耐震性能、キッチンのきれいさというところを

非購入者と購入者を比較いたしますと、購入者のほうがあまり気にされていない、あるい

は購入されなかった方はそこを気にして買わなかったということが見て取れるかと思いま

す。 

 ６ページをお願いいたします。既存住宅の検討時の情報についてということで、広告に

おいて魅力に感じた情報について聞いているのが左側のグラフでございます。内装、外観、

それから水回りというものの写真がいずれも上位に来ております。これらに関する仕様な

どの情報は、それらと比較いたしますと下位にあるということでございます。 

 また、右側のグラフでございますけれども、購入した既存住宅をどこで探したかという

ことで、インターネット調査であるというバイアスはかかっているかとは思いますが、不

動産ポータル等のインターネットサイトで探したという方が半数近くに上っているという

ことでございます。 

 ７ページをお願いいたします。不動産情報サイトの利用者の方が不動産会社に求めるも

のということで、この資料についてだけ別のデータソースを用いているものでございます。

まず、上段の不動産会社を選ぶポイントといたしましては、写真の点数が多いこと、たく

さんの物件を掲載していること、それから物件のウイークポイントも含めて書かれている

というところ、情報を豊かに提供しているということがポイントとなっているものでござ

います。 

 また、下段の不動産会社に求めることといたしましては、正確な物件情報の提供、物件

に対する詳細な説明ということで、ここでも情報をある意味正直、かつ十分に提供してい
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るということが求められているというものでございます。 

 それでは、先ほどの３ページの論点のチャートに戻っていただきまして、あわせて資料

５をご覧いただきながら、今回私どもで想定させていただいている論点についてお話しさ

せていただきたいと思います。 

 資料５の１ページ目でございます。今回考えようとしております新しいイメージの既存

住宅に求められることとして、まず１番目として、先ほどの「不安」の払拭があろうかと

思います。その中を３つに分類しておりまして、まず品質をどこまで求めるのかというこ

と、耐震性があること、構造上の不具合がないということ、シロアリ被害がないというこ

と、給排水や換気等の設備に不具合がないということが考えられるかと思います。 

 この品質をどのように検査、証明するのかというのが２点目のポイントかと思います。

有資格者等による検査、あるいは自社による検査、また書面や建築士による証明、さまざ

まなものが考えられるということでございます。 

 そして３点目として、品質をどのように今度は保証するのかということで、先ほどご紹

介させていただきました既存住宅売買瑕疵保険がございます。また、自社によって保証さ

れているというところもございますので、こうしたところをどのような形で保証するのか

というのが１つの論点かと思います。 

 ２番目といたしまして、「汚い」というイメージの払拭ということで、まず求められるき

れいさの要件、見た目の要件というものは何だろうかということです。１つ考えられます

のが、リフォームが実施されているということで、水回りが新しく交換されていること、

あるいは部分改修がなされているということが考えられます。また、現状ではリフォーム

を行っていないけれども、リフォームのプラン、例えば実施後のイメージや金額を含むプ

ランが提示されているということが考えられます。 

 ２点目といたしまして、そもそもこの見た目のきれいさをリフォーム後の経過年数など

で全国一律に定義をすることができるだろうか、これも事前にさまざま意見をお伺いした

中では、なかなか全国一律の定義というのは難しいのではありませんかというご意見を多

数頂戴していたところでございます。これも１つの論点かと考えております。 

 めくっていただきまして、２ページをお願いいたします。今度は３番目として、「わから

ない」ということの払拭が必要かと思います。先ほど見ていただきましたように、不動産

業者を選ぶポイントといたしましては、豊かに情報提供されているということが高いポイ

ントを得ていたわけでございますけれども、まず、住宅に関する情報として、既存住宅の
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現在の状況、例えば写真ですとか、検査の結果ですとか、あるいはリフォーム工事が実施

されているかどうかという現在の情報がまず考えられると思います。過去にさかのぼりま

して、例えば新築時の図書が残っているか、あるいは修繕、維持管理の履歴が残っている

かというところが次のポイントとしてあろうかと思います。 

 そして３点目として、今度は将来にわたって何年間保証がつきます、とか、あるいは維

持保全計画がきちんと立てられているということ、それから先ほど申しましたようなリフ

ォームプランが示されているというようなことが考えられるかと思います。 

 もう一つのポイントといたしまして、これは共同住宅についてですけれども、共同住宅

の管理に関する情報です。これは個々の住戸だけではなかなかうかがい知ることができな

い共同住宅全体としての修繕積立金の状況ですとか、あるいは長期修繕計画の有無という

ところがあろうかと思います。 

 そして、もう一つのポイントといたしまして、これらの情報を消費者にいかにわかりや

すく伝えるためには何が必要かということがございます。先ほどの写真の掲載という情報

開示ルールの策定ですとか、あるいは一定の要件を満たす住宅について統一した商標を付

与するということも考えられます。 

 また、消費者の認知向上につながるような、冒頭申し上げましたようなこの制度そのも

のの通称というか、愛称ですね。わかりやすい名前をつけるということもございます。こ

うしたことによって消費者にわかりやすく伝えるということが必要かと考えております。 

 ３ページ目をお願いいたします。これら住宅としての要件に加えて、こうした新しいイ

メージの既存住宅の供給体制としては、どういうものが必要かというのがこの大きな２番

目の項目でございます。 

 まず（１）といたしまして、新しいイメージの既存住宅を流通する事業者に求められる

ことは何かということです。まず求められますのが、住宅を購入されようとされている方

と住宅、物件等を適切にマッチングするということかと思います。このためにはまず既存

住宅に関する先ほど見てまいりましたような情報の収集、そして購入検討者への適切な情

報提供が必要かと思います。また、販売した後のアフターサービスについても、事業者に

おいて求められることではないかと考えております。 

 これらに加えまして、不動産事業者、検査事業者、リフォーム事業者間の連携というも

のが必要になってくるかと思います。従前ですと、既存住宅を購入した場合に、ではリフ

ォームをしようということになると、今度はまたリフォーム事業者さんを新たに探さなけ



 -12- 

ればいけないということが必要になっておりました。こうしたことをうまく連携を図るこ

とによって、購入検討者の方の手間を減らすということが必要ではないかと考えておりま

す。 

 次に、（２）といたしまして、既存住宅の流通団体に求められることは何かということで

ございます。これは大きく２つございまして、消費者に対する支援、それと事業者に対す

る支援ですとか、指導ということが考えられるかと思います。 

 まず、消費者に対する支援といたしましては、購入のための相談ですとか、セミナー、

あるいはローン商品などによる融資の支援というものがあろうかと思います。また、例え

ば商標を付与するということでありましたら、事業者、それから住宅に関する苦情の相談

を受け付けるということも必要かと思います。 

 一方で、事業者に対しましては、事業者の流通支援として、例えば検査事業者の紹介で

ありますとか、事業者の方の研修ということが考えられます。また、事業者が考えており

ます商標の付与のルールを審査するということ、また、事業者に対する指導が考えられる

と思います。 

 （３）といたしまして、今回検討いたします制度の枠組みとしてどのようなものが必要

かということを３点挙げております。まず、１点目といたしまして、消費者から見た信頼

性、この制度に沿って既存住宅を選べば大丈夫だよというような信頼性が大事かと思って

おります。そのためには、例えば商標の付与でございましたら、事業者によります適切な

商標を付与するということ、それから消費者の評価によるモニタリングの実施、国への報

告ということが考えられるかと思います。 

 また、２点目といたしまして、事業者等へのインセンティブということで、事業者サイ

ドにも何がしかのメリットが必要ではないかと思います。一番単純に言いますと、例えば 

この商標を付与することによって流通が促進される、平たく言うと売れるということが大

きなインセンティブになると思います。 

 また、上の項目でございます消費者の評価によるモニタリングの結果を踏まえて、適正

な業務運営を行っている団体、ないし事業者の方を例えば表彰するということも考えられ

るのではないかと思います。 

 それと３点目といたしまして、市場、消費者の評価等を踏まえた定期的な要件の見直し、

おそらく引き上げということになると思いますが、一定みんなができるようになってきま

したら、少しずつ基準を引き上げていって、流通している既存住宅の品質の向上を支える
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ことができないだろうかというようなことを考えております。 

 以上、３ページにわたって、私どもで考えております論点についてお示しさせていただ

きました。本日は、委員の皆様のお立場から、この論点に追加していただくこと、あるい

は論点それぞれについてご意見をいただくということができればと考えております。 

長くなりましたが、以上でご説明を終わらせていただきます。 

【○○委員】  大変ありがとうございました。よくまとまった資料が用意されているか

と思います。 

 それでは、今のご説明につきまして、ご質問やご意見をそれぞれ伺っていきたいと思い

ます。どなたからでも結構ですので、手を挙げていただいて、ご発言いただけたらと思い

ます。いかがでしょうか。今日は全ての委員に一通りご発言はいただこうかと思っており

ますので、ぜひよろしくお願いします。いかがでしょうか。 

【○○委員】  今、○○委員がおっしゃったように、大変いい資料をご提供いただきま

して、私どもも、業務を行っていく上で参考になる資料がたくさんあったと思っています。

本日のテーマも、一定の住宅、一定の基準に適合した住宅を評価して、登録して、流通促

進しようという、そういう発想自体は非常に私どもは歓迎したいと思っています。 

 ただ、いろいろな問題点もありますので、その辺もあわせて申し上げたいと思っていま

す。 

 まず、１つには、去年インスペクション宅地建物取引業法の関係で、不動産業課さんの

委員会にも私は参加して意見を申し上げたのですけれども、いつもこういう住宅というこ

とを議論するときに、おうちのマークの一戸建ての絵がある、ただ、マンションと一戸建

ては実はかなり違うのですね。例えば既存住宅の評価をして登録する場合でも、一戸建て

の場合は１戸１戸の登録でしょうけれども、では、マンションはどうするのだと。同じマ

ンションで、例えば３００戸あるマンションで、この住戸はプレミアム、この住戸はプレ

ミアムでない、そういうこともあるのかと。そういうことがあるのは一般的には不可思議

な感じがいたしますので、そうするとマンションごとの登録みたいになるのではないかと

いう印象もございます。インスペクションでもそういう意見を申し上げました。 

 もう一つは、これは耳の痛いことを申し上げることになるのですけれども、私どもは品

確法を大変評価しております。これは新築なりデベロッパーが供給した住宅、あるいは請

負った建築会社が１０年間保証するというものですが、これは中古住宅になった瞬間に切

れるのですね。転売買といいますか、転売されると転売の中古住宅を買った方は、品確法
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からは除外されると、この辺はもともと法律の構成が当事者同士のおそらく債権債務関係

となっているのでしょうけれども、自動車とか、いろいろな製造物などでは製造物責任と

して構成をしているものもあります。そういう形にすれば、例えば１０年以内の中古住宅

はかなり新築に近い評価をされるのではないかと思いますので、そういうものを現在すぐ

というわけではないので、そういうものもプレミアム既存住宅（仮称）登録制度の一助と

して検討していただきたいなという印象を持っております。 

 それから、今後、論点もたくさん出てくるかと思うのですけれども、こういう制度は大

賛成なのですが、では誰がプレミアムと認定するのか、誰が責任を負うのかということが

ございます。消防法の丸適マークが以前ありましたけれども、こういうように行政サイド

がやるのか、あるいは民間サイドの何かがやるのか、これから説明があると思うのですけ

れども、そこのところはかなり構成の仕方によっては賛成、そうではないという意見に分

かれるのではないかという印象を持っております。 

 とりあえずこういう制度は大賛成なのですが、問題点も数々あるので、それらを１つ１

つ乗り越えていい制度にしていっていただければと思っております。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。大きく３つの点をご指摘いただいたと思いま

すけれども、これについて事務局からご返答があればお願いしたいと思います。特に２番

目のことについては、ぜひご返答いただいたほうがよいかと思います。 

【事務局】  よくご存じのとおりでございますので、あまり多言は弄したくないのです

けれども、そもそも住宅品確法の中で、新築住宅について１０年の瑕疵担保責任を義務づ

けております。売り主の方、それから請負人に対してその義務を課している、こういうこ

とであります。しかしながら、それは、既存住宅が中古住宅として流通した場合に、その

責任を引き継ぐのかどうか、法律で義務づけるかどうか、これは大きな議論があるところ

だと思います。 

 そもそも規制の対象を新築住宅、それは定義の中では、１年間どなたが住んだこともな

い、あるいは居住の実績がないということですね。新築から１年以内どなたも住んだこと

がないということに限定しておりますので、それ以上の義務化ということになりますと、

これは大きな議論があるところだなと思っております。 

 先ほど事務局からの説明の中でもありましたように、既存住宅売買瑕疵保険の制度とい

うのが、任意の仕組みではございますけれども、既に開発されて適用実績もございますの
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で、まずはそういった任意の制度をどう活用していくのか、この制度の中でどう生かすの

かというのは今後の議論だと思いますけれども、そうしたことをまず普及した上で検討す

べきことではないかなと思っております。一足飛びに義務づけと、規制ということはすぐ

には難しいかと思いますけれども、まずはそういった既存の制度がどのくらい普及してい

くのかということもよく見据えなければいけないなと思っています。 

 住生活基本計画の中にも既存住宅売買瑕疵保険の制度について、今は流通量の５％程度

の適用実績しかないのですけれども、これを１０年間で４倍、約２割ぐらいには引き上げ

ていきたいという目標を掲げており、お話が出ました宅地建物取引業法の改正の中でイン

スペクションの情報開示を位置づけて、こうしたものと保険制度をどう結びつけていくの

かというのが課題になっておりますので、そうした手段も講じまして、その普及に努めて

いきたいなと思ってございます。課題としては受けとめさせていただきますが、すぐに規

制、あるいは義務づけということについては、課題があるということをご認識いただきた

いと思います。 

【○○委員】  ありがとうございます。３番目の、誰が認定するのかということは、今

日も各委員からご意見をぜひ伺いたいというところだと思いますけれども、今の段階で事

務局から何かお答えいただくことがあるでしょうか。 

【事務局】  本日の検討会に至るまで、さまざまな案を私どもも検討してまいりました。

その中で例えば新しく認定する団体を作ったらどうかとか、あるいは事業者の方が自分で

認定したらいいのではないかなど、いろいろな考え方があったのですが、それぞれ先ほど

申しました制度としての信頼性の部分、それから平たく言いますと、日常的な業務負担の

大きさというもので問題があろうかと思います。 

 現在考えておりますのは、何段階かに役割分担をいたしまして、例えばルールそのもの

の審査をする主体と、それから個々の住宅の審査をする主体を分けるということが考えら

れるのではないかと現時点では考えております。 

【○○委員】  ありがとうございます。一番最初にご指摘いただいた、戸建てと共同住

宅は基本的に違うのではないかと。これについては、私も、リフォーム関係のことやイン

スペクション関係の委員も務めさせていただいて、そのときにも何回もご指摘申し上げた

ところですけれども、国土交通省住宅局としては、どちらかに偏ってという行政はできな

いということで、常に制度をやるときにも両方一緒にやらざるを得ないという苦しいとこ

ろもおありだと思うのですが、やはり制度が機能するためには、そこのところの違いを明
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確にした仕組みを作っていただかなくてはいけないと思っておりますので、ぜひほかの委

員からもこれに関するご意見もいただきたいと思います。ということで何かあれば、よろ

しいですか。 

 ありがとうございました。ほかの委員の方からご意見、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

【○○委員】  論点のところで今日のお話の中心かと思っております。そのときに「不

安」という部分のところで、品質をどこまで求めるかというのが、これもかなり大事な要

素かと思っています。今国交省ではよい建物を長くもたせようということで、こういった

取り組みがあろうと思っています。そのときに、よい建物を流通させるという意味でいう

ならば、よい建物にはある程度品質が必要かと思っています。そういったときの品質レベ

ルが、今プレミアムという名前がついているので、この名前もきっと変わるのだろうなと

予想はしているのですが、ここに書いてある例えば資料４の３ページでありますと、耐震

性だとか、雨漏りとか、シロアリとか、そういったことだけでありますけれども、省エネ

性能をどこまで求めるかとか、それから実際には流通させるときにはリフォームをやろう

ということですから、設備関係も新しくすればいいということだけではなくて、どういう

レベルのリフォーム設備を求めるか、そういったことも多分決めていかれるほうがよろし

いのではないかと思っています。 

 それから、さっき戸建てとマンションという話がございましたけれども、実は戸建ての

中にも、流通する場合には買取再販の場合と、それから仲介で流通する場合がございます。

買取再販はご存じのとおり事業者が買い取って流通させますから、事前にリフォームがし

やすい環境にあります。ところが仲介の場合は、後で買い主さんがリフォームをする場合

がありますから、どうしても流通段階においてその辺を担保するのは非常に難しいかと思

っています。ですので、売り主と買い主で仲介業者が違うような場合等々もありますので、

仲介の場合においては、後でのリフォームという場合に、後で混乱を起こさないような対

策が極めて必要ではないかと思っております。 

 以上でございます。 

【○○委員】  ありがとうございます。最後におっしゃられた２つのタイプについては、

資料の中でもその２つのタイプに言及したところもありますので、制度を考える上では十

分お願いいたしたいと思います。最初の求めるレベルについては、事務局から何かコメン

トがあるでしょうか。 
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【事務局】  これも本日に至るまでさまざま実は検討してきたところでございます。１

つには、今流通している住宅に対してあまりに高いスペックというのは難しいのではない

だろうかということがありまして、一番最後に書いてございましたけれども、少しずつ皆

さんができるようになってきたら、ハードルを上げていくような仕組みを織り込めないか

というのが１点でございます。 

 それと、例えばリフォームについてもお話を聞いていく中で、必ずしも交換したてのぴ

かぴかをありがたがられるお客様だけではないですよというお話もいただきましたので、

我々としてまさにどこまで品質を求めるのかというところは、何段階かあるのだろうなと

思いながら検討したいと思っております。 

【○○委員】  ありがとうございます。今、事務局がおっしゃられたように、こういう

制度をつくるときのポイントは、常にあるサイクルで見直しをして、当然世の中の要求レ

ベルは上がっていくわけですから、それとともに上げていく、こういう仕組みを前提とし

た制度にしなくてはいけないと思いますので、それも含めてご検討いただくことになろう

かと思います。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

【○○委員】  非常にまとめていただいて論点がわかりやすくなっております。ほんと

うにありがとうございます。 

 基本的に新しい既存住宅のイメージということで、考え方は、情報とするならば、やは

り瑕疵保険がベースになってくるだろうと思っております。そうしますと、１９８１年昭

和５６年というところからの住宅が対象とされるとなれば、今までもそうでしたが、すご

く幅広くて、３４年たったものを去年建ったものと一緒に話をされている。古民家まで話

をされる方もいらっしゃいますので、年数で切られたらどうかと。特に仲介の場合、エコ

リフォームなんかを提案するときもそうですけれども、まず最初に２０００年から区切っ

た場合は、２０１６年ですから、１６年たったものに関しては、買取再販する場合でもか

なり金額が高いものだと感じております。それ以前なら、品確法以前のものであれば、価

格も下がっているし、また劣化もしているということで、業者とすると買い取りがしやす

い、あるいはそれをまたリフォームしてもいい。 

仲介で入った場合は、中間でどちらかが買い主、あるいは売り主が直すにしても、エコ

リフォームするにしても、なかなかそこが決断されないところとか、時間がかかったりす

るということも含めて、品質だけを求めていく場合と価格を求めていく場合といろいろな

ことが左右されますので、年数で切られたほうが話はしやすいと思っております。 
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対象とされる方、例えば昭和５６年１９８１年から２０００年までの間はこういう状況

なので、今は任意でもいいですよと、あるいは２０００年からは、これがプレミアムとい

う名前かどうかわかりませんが、これをしてくださいと。こういうわかりやすい条件を、

ルールを開示して、できますよということで、区切りをしていかないと、と思っておりま

す。また後で要件を見直しすることであれば、例えば１９９０年に戻してもよろしいです

し、そういう流れの中でわかりやすく消費者に対していい住宅を、もちろん不安もありま

すけれども、我々業者、あるいは建築業者さんも含めて、その辺で区切っていかないと、

一緒にされているのがすごく難しいと思っています。 

目に見えないところの保証とか、あるいは表現するというのは、瑕疵保険以外ではカバ

ーできないところがいっぱいございますので、そういう場合には料率を上げるとか、フレ

キシブルな対応をしてもらったほうがいいのではないかと考えています。 

 そのことが、まず最初に議論をするときに、どこかでラインの住宅を決めていかないと、

また一緒にされると時間がかかるのではないかなと感じております。 

【○○委員】  ありがとうございます。今、○○委員がご指摘された築年数の区切りみ

たいなものがあるのではないかというご指摘は、今日の説明資料にはあまり触れられてい

なかった視点かと思いますけれども、これについて事務局、いかがでしょう。 

【事務局】  この点につきましても、事前にヒアリングをしていく中で、いろいろご意

見をいただきました。当初、私どももある年数で切れるのではないかと考えていたのです

が、実際には例えばその年数以内でも相当傷んでいるものもあるし、あるいはその年数を

超えていてもまだまだ全然問題ないよというものもあるということなので、一律に何年で

切れるのか、資料の中にもございますけれども、そこについてはかなり疑問も呈されたと

ころでございます。正直、私どもも悩んでいるところでございまして、どういう線の引き

方が考えられるのかというところで、この場でご意見をいただければなと思っている次第

でございます。 

【○○委員】  ありがとうございます。この視点は、また戸建て住宅と共同住宅で相当

違うということがありますので、それを議論するときにもその両方でどうなのだろうかと

いうことになって、複雑になろうかと思いますけれども、ぜひご議論をお願いしたいと思

います。 

 この席順で３人ご発言いただいたので、この後は、○○委員にお願いしてから、こちら

へ回って来るということでいかがでしょうか。 
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【○○委員】  では、ご指名でございますので、発言させていただきます。まず、この

検討会の名称が、情報提供制度という形になっております。情報提供サービスをやってい

る我々からすると、自分たちのことであるという当事者意識を持ってこの会議には臨ませ

ていただいておりますし、いろいろなご意見を、我々ポータルサイト側の情報のあり方を

考える上でもいただきつつ、ご一緒させていただけたらと思っております。 

 まず最初に、ご承知おきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年おそらくですけれ

ども新築マンションの発売戸数と、それから中古マンションの成約件数が逆転するのでは

ないかと言われております。１つ転換期にある状況の中で、このような提供のあり方とい

うのを考えるのは非常に有意義ではないかなと思っております。 

 また、ポータルサイトの事業者の中でも、ほんとうに価値ある中古住宅をユーザーさん

に探していただくために、どのような検索のロジックをつくったらいいかということを、

ラウンドテーブルをきっかけにさせていただいて、ポータルサイト事業者同士が集まる会

議の中で、いろいろと議論をさせていただきました。 

 まず、既存住宅の価値を推し量るさまざまな特徴項目を追加しました。またポータルサ

イト事業者同士で情報相違がないように、主要ポータルを中心に足並みをそろえました。

例えばリフォーム実施の表記ルール、瑕疵保険、瑕疵保証などの制度の語義の共通言語化

を図りまして、現状主要ポータルでは全ての項目が表示はされるようになってきておりま

す。ですので、２年前、１年前と比べれば、着実に既存住宅を探していただく方に対して

の情報総量というものは、増えているのではないかと思っております。 

 ただ、一方で、まだまだ課題がたくさんございます。例えばこれは人々の選び方もそう

なので、仕方がないところがあるのですが、例えばある一定の条件で検索して絞り込んだ

後に、その物件がどのような順番で並ぶのかというと、現状多くのサイトが価格の安い順

に並んでいきます。価格が安い順ということは、例えばものすごく丁寧にメンテナンスを

されて、リフォームを行った物件は、その価値に見合った高い価格を表示したいのだけれ

ども、それだと下位に表示され目に付く確率が下がるようなことが起こります。つまり従

来の検索の仕組みでいきますと、手を入れた価値ある住宅が上位に来ないという問題点が

あり、結果それが事業者さん、あるいは売り主さんにとってみると、お問い合わせが返り

にくいという事態が起こっている、これを変えていきたいと考えております。平たく言え

ば、価格順で選びたい方は価格順で選んだらいいと思うのですけれども、見えない部分の

品質も含めて、いいものを選びたいという志向の方に向けた検索上位出しをできるという
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仕組みづくりというのがやはり重要かなと。 

 先ほどご説明いただいた資料４の中にも、ポータルサイト等のインターネットサイトを

通じての方が４割いらっしゃる、つまり半数近くの方がポータルサイトを通じて選ばれて

いるということは、そこでどのような表示項目がされ、そしてどのようなものが評価され

て上位に上がってくるかということは、極めて重要なことかなと。それは事業者が１人で

決めるわけでなくて、ここにいらっしゃる皆さんと一緒にどのような優先順位を立ててい

けばいいかというのを考えていければ、そしてそれが多くのポータルサイトに実装されれ

ば、少なくとも良質なものに対するインセンティブが働きますので、活性化されるのでは

ないかと思っております。 

 それから、資料４を見て思ったことを幾つか発言させていただきたいと思います。まず、

資料４の５ページのところでございます。１つの論点でありますが、きれいさの定義をど

うするかというのは大きな論点かと思います。広告で何を魅力に感じているかというと、

内装の写真と外装の写真が１位、２位に来ているのですね。つまり制度でこのきれいさを

担保する必要性があるかどうかというのは、ここに１つヒントがあるかなと思っておりま

して、事業者、あるいは売り主も、きれいにして売る、例えば買取再販できれいして売る

ということは、皆さんが一番気にしている内外装のきれいさというのを写真で担保するこ

とができ、結果、広告効果を高めることができ、結果、たくさんのお問い合わせを得るこ

とができるだろうという、ある意味自立の経済の動きの中でなされていることでございま

す。実際にポータルサイトをご覧になっている方も、写真を１回も見ずにお問い合わせす

る人などほぼいらっしゃらない、つまり見えている情報というのは、消費者には既に伝わ

っているものである。このきれいさを今回の認定条件に入れるかは極めて難しいのですけ

れども、きれいさというのは、ある程度経済の中で認められていくはずであろうというこ

とです。 

 逆に見えない部分、つまり実際にメンテナンスをちゃんと行ったのか、あるいは実はロ

ーンを通す上で重要である各種エビデンスの資料がそろっているのか、そういったものと

いうのは、消費者の方々はほぼ知りません。重要であることすらも。ですけれども、実は

後々に効いてくる重要な情報、こういったものこそ、きちっと評価して、そういったもの

を情報開示している物件広告、あるいは物件、そういったものを上位に出していくという

ことが、そういったものに配慮したものへの１つのリスペクトでもあると思いますし、そ

ういったものを国民全体がつくっていくことに対する１つのモチベーションにもなるので
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はないかと思っております。ですので、もっと細かい論点はいろいろあるかと思いますけ

れども、１つは、やはり目に見えない情報こそ、かつ実は重要であるという情報こそ高く

評価すべきであり、目に見える情報というのは、市場の中である程度評価されていくと捉

えたらいいのではないかと思っております。 

 以上でございます 

【○○委員】  ありがとうございます。大変サジェスチョンに富んだご意見、ありがと

うございます。伺っていて、ポータルサイトを僕自身がたくさん勉強しなければいけない

のだと痛感しましたが、パッケージツアーのこういうサイトだと、価格順から高い順、そ

れから人気がある順とか、いろいろなものをすぐ選んで、さっとそれが流れるようになっ

ていますから、技術的には全く難しいことではないはずで、おっしゃるように、それのカ

テゴリーは何を挙げたら消費者というか、購入者に満足してもらえるのか、そこが一番重

要かと思います。有益なご意見、ありがとうございます。今の○○委員のご発言に事務局

から何かコメントがあればお願いします。 

【事務局】  まさに悩みの核心でございまして、先ほどのきれいさをどう定義するのか、

あるいはそれを軸にして検索するのか、順位づけをするような形にできるかどうかという

ところが一番考えなければいけないところだろうなと。おそらく何軸もあるのではないか

と思いますので、メーンの値段が一番の軸だとしても、例えば次にどんなことが来るのか、

あるいは２つあるのか、３つあるのかというところを少し手探りができればなと。 

 先ほども申し上げましたように、少しずつ、例えば２軸だったものを３軸に増やしてい

って、評価の仕方を複雑にしてハードルを上げていくようなことも将来的には考えられる

かと思いますので、軸の順位づけみたいなものも考えられるかなと思います。 

【○○委員】  ありがとうございます。どうぞ。 

【○○委員】  １つだけ補足させていただいて。これも情報提供になりますが、人気物

件ほど仲介会社が複数取り扱いたいということで、たくさんの物件を表示されるのですね。

そうすると同じ物件がだーっと並ぶ。たくさん物件があるように見えたけれども、実は１

物件しかないではないかということが起こるわけですね。その中で、今ポータルサイトは、

各社がどういった形で物件情報を１つにまとめて、どこか１つの不動産会社さんが代表会

社として選ばれないと、お問い合わせしようがないということなので、どういう会社を代

表にするのかというロジック研究というのがここ一、二年でものすごく進んでいるのです

ね。そのときに例えば賃貸であると、たくさんの写真、例えばリビングの写真しか載せて
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いなくて、汚いトイレの写真は隠しているという会社さんのものは下げます。消費者が望

む情報をたくさん網羅している会社というのを上位に表示しています。 

 何をどれぐらい載せると何ポイントゲット、その点数がたくさんある物件ほど、会社ほ

ど一番上に来やすいというロジックがあります。複数軸で選ぶといっても消費者はどれを

選んだらいいかよくわからないという人も多いので、最終的には幾つかの軸を決めて、重

みづけをして、その重みづけのいわゆる総合点数で何か評価していくというのが、多分最

も消費者にとってはわかりやすい。ただ、その重みづけにいろいろなたくさんのご意見が

出てくることはほぼ間違いないと思いますので、そこはたくさんの議論が必要かなと思っ

ていますが、そのようなやり方は不可能ではないと思っています。 

【○○委員】  ありがとうございます。それでは、○○委員、お願いできますでしょう

か。 

【○○委員】  資料４の５ページのデータは、非常にショッキングでして、購入済みの

方が、例えば建物検査結果、それから瑕疵保険、自社保証の有無、そして住宅履歴に関す

る情報、これを重視する割合が非常に低いです。瑕疵保険法人が既存瑕疵保険の引き受け

を開始して６年以上経過しましたけれども、きれいさと事故とほとんど関係がない、実態

として。一見きれいにしていても、雨漏りするものは雨漏りする。新築の保険の場合１０

年間で、まだスタートして１０年たちませんけれども、今の傾向性からすると、大体０.

６％ぐらいでおさまるのではないかなと思う事故率が、既存保険の場合、１年間でその倍

以上の１.３％ぐらい来ています。５年間で３.数％というところまで来る。保険としては、

とにかく目に見える劣化があるかどうかということを点検して、例えばシーリングが劣化

している、切れている、そういった場合には、そこの補修を求めて、補修しないと入れま

せん。水の入り道か、その辺というのは目で見て見えなくて、瑕疵保険は建築士の方、専

門家が一通り点検した上でオーケーというものが引き受けになるわけですけれども、おそ

らく中古で流通されている住宅の中には、購入後にそのような形でいっぱい問題点に直面

してしまう方がいるのではないかなということを予想しています。 

 その意味では、ほんとうに瑕疵保険がついた住宅を購入された方は、重大な問題に関し

て大いに守られているということを感じていますので、まず意識の変革というものが大事

かなと。それと同時に、今回のこの件については、例えばポイント制というか、いろいろ

な項目について点数評価をして、それで三ツ星とか、二ツ星とか、そういう表示の仕方も

あるのかなという気もします。 
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 先ほど○○委員がおっしゃられた築年数の問題で、確かに手入れその他で、古ければ程

度が悪いとか、新しければ程度がいいということは一概には言えないのだけれども、熊本

地震の現状を見ても、例えば２０００年以前と以降とそれなりに損壊状況が違うというこ

ともあって、瑕疵保険の引き受けにおいても、築年数が１０年程度、２０年程度、３０年

はやはりデータは違っています。今後その辺も明確にして、何らかの参考にできればなと

も思いますけれども、目に見えづらい部分の性能というものは、ものすごい判断が難しい、

そのためにも購入者に対する保証というのは重要なのだろうなということを日々感じてい

るところです。 

【○○委員】  ありがとうございます。何か事務局からご返答等はあるでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、○○委員、お願いできますか。 

【○○委員】  幾つか今お話に出ておりましたけれども、やはり私はどちらかというと

自分の経験といいますか、自分の会社の業種から見ますと、いじるほう、工事をするほう

なので、思うのですけれども、まず今耐震化であるかないかということは、非常にリフォ

ームのときに考えることなのですけれども、もう少し○○委員がおっしゃったような形で、

あるいは○○委員がおっしゃったような保険から見ても、このくらいの年代のものはこん

なことをやる必要がありますねというリストがあって、それが例えば１０年と２０年の間

で重なっていて、ここが重なる部分があってもよくて、要するに手薄になってしまうので

しょうね、きっと、直したら。そういったバイブルのようなものがあって、それに基づい

て業者は一々やれという形でいかないと、なかなか確保は難しいのではないかなと。現に

今品確法でやっているものについては、多分いろいろな業者がやってもかなり近いものが

できている、それはきちんとルールがあるからなのですね。同じようにリフォームについ

ても、最低のことはきちんとルールがあって、それは一律ではなくて、何年物はこれだと、

５年ぐらい重複した部分があってもいいですから、こういうブロックがあって、こういう

ブロックがあって、その中でチェックリスト的にやっていく、それをもとに検査していた

だいて、瑕疵担保をつけていただくというストーリーがないと、それぞれの業者がハッピ

ーではないと思っております。 

 このお話があったので、私も役員をやっていましたので、私は新築住宅ばかりなのです

けれども、少し中古をやってみました、リフォームを。結局新築屋がリフォームすると全

部直してしまうのですよ、基礎以外は。やはり新築が安いよと、結果的には新築したほう
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が安いよね、手間がかかるし、胸を張って保証できると。誰がつくったかわからないよう

な住宅を自分の目で見て、ばらしながら丁寧に壊しながら、悪いところを直していく、そ

れはものすごくお金かかる。その実態がありますので、年度別でしょうかね、経過年数に

よったところで重なる部分を設けて、この辺のやつはこのぐらいのことを伝えたようにや

っておけと、それを検査していただいて、保険をつけていただくというストーリーがない

と、それぞれの業者はピンからキリまでありますので、なかなか形のいいものはできない

かなと思っております。 

 あと、別件なのですけれども、前に長期優良住宅がございましたでが、あれは私もやっ

たのですけれども、データを持っているのです。お客様も持っているのです。でも、それ

が有効利用されていなくて、もったいないなと、１００万円もらったのにということも思

っていますので、何かやったときには、きちんとそのデータをこれから生かしていけるよ

うな仕組みをきちんとやっていかないと、ロスが多いなと、そう思っています。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございます。今のことについて事務局から何かありますでし

ょうか。どうぞ。 

【事務局】  ２点目の長期優良住宅のデータをきちんと生かすということですけれども、

例えばこの制度の中で長期優良住宅の認定をとった住宅であるということをきちんと情報

提供する、当然その維持保全計画などもあって、さまざま履歴は残っているというところ

もあると思いますので、そういったところをぜひ消費者の方の目に触れるような形で情報

提供するというのが、この制度とのかかわりであろうと考えております。 

【○○委員】  ありがとうございます。長期優良住宅化リフォームについては、例えば

建築研究所なども相当関与されていて、それについての調査もされていると承知しており

ますので、そういうことも反映していただきたいと思います。それから最初におっしゃら

れた、年度ごとに大体どういう傾向があってということも、これは研究サイドではかなり

やられている部分で、それを制度に反映するとなると、どうしたらいいかということで、

結局は悩んでなかなか反映しにくいということもあろうかと思いますけれども、いろいろ

なところでそういう検討はされていますから、ぜひ参考にしていただいて、制度設計して

いただければと思います。ありがとうございます。 

 それでは、○○委員、お願いします。 

【○○委員】  昨今、事業者間の中では、中古を買う前にリフォーム会社にご相談に来
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られるというお客さんがやはり増えています。それから購入後に来られるという方も増え

ています。中古流通に基づく前後のお客さんというのは、自然と増えてきているというの

は実態です。いろいろ施策も国交省でやっていただいている中で、長期優良住宅化リフォ

ームもそうですし、戸建てにそれをどうやって生かしていくかというところ、この辺はリ

フォーム事業者からいうと、一戸建ての品質、あるいは現況を確認するというのは非常に

時間がかかります。同時に、ちゃんとしようとすると、お客さんは、あわせてここまでや

ったほうが一緒にできる工事ではないかということも考えていらっしゃいます。 

 ある意味では、不動産を買うというよりも、新しいライフスタイル、生活を買おうとい

うお客さんがやはり増えていて、そういう意味では、そういう方が流通の前後でリフォー

ムをやられますし、我々はそこで事業者として長期優良住宅化リフォームなどをはめよう

とします。そういうお客さんというのは、やはり時間がかかると認識されています、家づ

くりということに関して。 

 今回長期優良住宅化リフォームの補助金が２回目の延長になっていますけれども、事業

者からいうと、これぐらいの時間タームですと、２世帯住宅を考える人だとか、いい住宅

にしようという時間軸でいえば、これぐらいが一番の時間なのかという感じです。いい生

活に持っていこうとすると、やはり時間をかけられますので、この辺は１つ特に戸建て住

宅の中であります。 

 もう一つは、流通とあわせてやるということですと、皆さんはやはり急がれていますの

で、早くやらないといけない、けじめをつけないといけないというところがまた問題で、

これに関しては、今まで皆さんがおっしゃっていますけれども、どこまで調べればいいの

だというところは、ここをやはり明確にしてもらえれば、調査するほうも胸を張って、例

えばほんとうにここだけは最低めくり上げて壊して、データを出さないといけないという

ところぐらいまでしてもらうと、全体でここまでやって、一応基準を満たしていますよと

いうところまでできると思います。コンピューターでの耐震の診断など幾らでもできます

から、裏づけのところをどこまでやるか、このルールづけというのはどうしても必要だと

思います。マンションはそんなところはあまり関係ないと思うのですけれども、戸建てに

関しては、ぜひその辺を今回ルール化していただければいいかなとちょっと思います。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。インスペクションのガイドラインをやったの

は３年前ぐらいでしたっけ。あのときにも必ず見直すようにということを申し上げた記憶
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がありますけれども、おっしゃられるように、どこまでできるかというのが、その時点そ

の時点で、やられる業者としても、ここまでしかできないというのはだんだん変わってき

ますから、常にその時点その時点でどこまでやるかということをご検討いただく、住宅生

産課でも、住宅局でも考えていただくということかと思います。事務局から何か今のご発

言に対してありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、○○委員、お願いします。 

【○○委員】  ありがとうございます。まず、資料５でご説明いただきましたが、中古

住宅、既存住宅の流通を促進していくというのは、まさにこういう課題だと思いますので、

こういった課題は重要かと思います。あと、いろいろな情報が開示されても消費者はわか

りにくいという意味では、何か１つの統一した商標を持つ、認定制度なのでしょうか、こ

ういったものを導入していくということもよいと思います。それから認定されたものの中

から消費者が選ぼうと思うときに、その数が少なければ流通していきませんので、ある程

度広く扱っていただきながら、その質を上げていくという流れも重要かと思います。 

 その上で気がついたことを幾つか話したいなと思います。まず、資料４の５ページ目な

のですけれども、住宅履歴に関する情報が、お買いになられた方もあまり重要視されてい

ないという意味では、履歴情報の活用を推進している私としてはかなりショックでござい

まして、どうすればいいのだろうと深刻に思っておりますが、では、この買った人は何に

注目したのだろうと、上から順番に見ていきますと、購入しなかった人のように重要だと

いう項目がほとんどないのですよね。何で買われたのだろうと思いますので、５ページ目

のものが、既存住宅はネガティブなものだという前提なのですけれども、むしろ既存住宅

をお買いになれた方が、どういうところを評価してお買いになられているのかということ、

むしろいい点を伸ばすという意味もあるのではないかなと思っています。 

 私が別に調査したところでは、もちろん価格もそうだったのですが、例えば数年経って

いるという意味で性能がはっきりしているとか、近隣の方がわかる、新築を買うときはよ

く近所の方のことを聞きたいけれども、教えてもらえないし、わからないみたいなことが

あります。むしろ既存住宅のいいところも、今回ある意味イメージを変えるという意味で

は、そういったものも前面に出していったほうがいいのではないかなと思いました。 

 それから資料５の１ページ目のところで、品質をどこまで求めるのかと、私も耐震性は

かなり重要かと思いますので、これは絶対に入れていただきたいと思う一方で、後で工事

をすればクリアできるものもあるので、では、どの時点でこういったものを認めて、例え
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ば認定していくのかということが、誰がどう申請して、認定していくのかというプロセス

に幾つかのパターンがあるのかなと思いました。 

 それと連携して、このための手間暇がかかること、こういった費用を誰が負担していく

のか、あまりこれについてのコメントがなかったのですが、そのあたりも含めて全体のス

キームを考えていく必要があるのではないかなと思いましたというのが１点目です。 

 それから２つ目、多分中古住宅をお買いになる方は、いろいろな制度があって、大体不

動産制度そのものが一般消費者にご理解していただけていないという意味からすると、既

存の制度とうまく連携していくということが非常に重要ですので、既存住宅売買瑕疵保険

と連動していく、こういったものがクリアできるものを認めていくという、いろいろな制

度と連携してわかりやすさというのをつくっていくスキームが必要ではないかなと思いま

した。 

 それから２ページ目に行きますと、３つ目の私の感想というか、問題意識なのですけれ

ども、情報の中に土地の情報、地盤情報は要らないのでしょうか。多分ご不安になられる

方、あるいは逆に安心される方には、こういった地盤情報もすごく重要だと思います。上

物だけの議論をしているのですが、住宅というのは、地盤もあっての住宅ですので、そう

いった情報もぜひ含めて考えていただいたらいいのではないかと思っています。 

 それから先ほど議論がありましたマンションなのですけれども、区分所有型の共同住宅

をイメージして発言いたしますが、全体の共用部分と専有部分がありますので、２段階で

認定していくこともできると思います。お申し出があったら、１段目、建物全体は認定す

ると、認定した場合に有効期間を決めておくとして、永遠に認定ではないにしても、建物

全体の認定制度をとると、何度も同じマンションを認定するための検査が省略でき、多分

コスト的にはトータルで見ると効率よくなっていくのではないかなと思います。そのため

に、重要なこととして、情報開示だけではなく、情報を蓄積して効率的にやっていく体制

の構築が必要ではないかなと思いました。 

 あとは、こういう制度をつくったときに、消費者の方にわかっていただけるというのは

すごく重要ですので、消費者に対する普及啓発というか、そういったものをやっていくこ

とが重要ではないかなと思っています。 

 以上です。 

【○○委員】  たくさんのご指摘、ありがとうございます。それぞれ検討すべきことか

と思いますけれども、事務局から何かありますでしょうか。 
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【事務局】  ご指摘、ありがとうございます。もともと先ほどお話をいたしましたとお

り、ぴかぴかの制度にして、全く使われない制度になるのも困りますし、おそらく制度の

運営にあまりにお金がかかるようなことでは実態上動かないという制度になるものですか

ら、ちゃんとした制度として必要なものは入っているけれども、はじめからぴかぴかとい

う感じでやるということは考えていません。それは段階的に上げていくということは申し

上げたとおりです。 

 それから個別の住宅を一々、これは行政的、公共的な人たちが認定するというよりは、

既にいろいろな制度が、インスペクションにしても、いろいろな形でありますので、そう

いうものをうまく使いながらやっていくという形でやらないといけないのではないかなと

思っております。 

 それからマンションについてですが、一番初めにもご質問がございましたけれども、基

本的には住戸ごとだとは思っていますが、当然マンションの場合は共用部分も必要な部分

がありますので、セットということではあろうかと思います。ただ、マンションの場合は、

限界もある程度あるということを認識しながらやっていこうかなと思っています。 

 それから○○委員からありましたけれども、マンションと戸建てでは、おそらくより戸

建ての流通促進に関する情報提供の方が遅れていると思っていますので、共同住宅も戸建

て住宅も両方カバーした制度にしたいとは思っていますけれども、どうしてもより遅れて

いる側のところがきちんとできる必要があるだろうとは思っております。 

【○○委員】  ありがとうございます。あと、○○委員のご指摘の中で、熊本の地震を

見ても、地盤条件というのにほんとうに決定的な部分があります。ただ、一方で難しさも

あるのだと思うのですけれども、その辺は、○○委員、情報提供で地盤情報をどうするか

というのは何かございますでしょうか。 

【○○委員】  ちょうど先週議論していました。ポータルサイトで地盤の安全情報をそ

もそも出すべきかどうかということです。まだ議論の途上ですので、なかなか発言が難し

いなとは思うのですが、全体感としては、地盤情報、あるいは洪水情報みたいなものにつ

いては、国交省とか、いろいろな情報がオープンになっている、だけど、ポータルサイト

で例えば家を買おうと思った物件詳細のところで、そのボタンを押せば、そのままマップ

表示されるみたいなわかりやすさのところまで持っていくかどうかというのは、結構難し

い議論をはらんでいます。なぜならば、補強すれば大丈夫だというところもあるし、ある

いは過度にそれが影響してしまうと、資産価値などにも影響を与える可能性もなくはない、
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あるいはよくも悪くも、どう使われるかが見えないところもあるので、結構慎重に判断し

なければならない情報だということはわかっています。 

 ただ、大きな方向感としては、情報開示ということが求められており、またポータルサ

イト事業者だけでなくて、ウエブサイトで事業で勝ち残っていくためには、グーグルの検

索でちゃんと上位に引っかかるようにしなければならない。 

 先日ウェルクの話もありましたが、やはりどれだけ正しい情報を真摯に出しているかと

いうことをグーグルは多分評価していくということは表明していますので、我々としても、

過度な揺らぎは避けなければならないけれども、一定の範囲での情報提供はしていくべき

であろうと考えております。 

【事務局】  補足していいですか。 

【○○委員】  どうぞ。 

【事務局】  液状化が議論になったときに、それについて住宅行政としてどういうこと

ができるかという議論があったときに、住宅の性能表示において何かできないかというこ

とがございました。ただ、住宅そのものの中ではなかなか難しくて、参考情報として、液

状化の関係の情報も含めて出せるようにする、このルールをつくるだけでも実はとても大

変だったわけです。 

 ほかにも当然ハザードマップなどがたくさん出ていますので、重ね合わせをしていろい

ろな情報を出すということは大事だとは思いますが、ただ、オンサイトでほんとうに考え

たときに、この住宅は危ないけれども、ここは大丈夫だというほど精緻なものになってい

るかというと、なかなかそこが難しいところも実はあって、個々個別に詳細に出していく

ということがまだ十分はできていないかなと思います。 

 一方で、先ほど○○委員がおっしゃったとおり、情報としてはとても関心の高い情報で

はあるということは確かでございますので、こういう情報をどうやっていくかということ

は、住宅局だけにとどまらない問題として受けとめる必要があろうかと思います。 

 ただ、今回のこの既存住宅の情報提供の中で全部それに応えていけるかというと、なか

なか宿題としては重いかなと、そういう感想を持っております。 

【○○委員】  ありがとうございます。ただ、今、事務局から発言があったように、こ

の検討会自体は、すぐにも結論を出そうというわりに短期間の検討会ですから、地盤のこ

とに関しては、今回の検討に含めることは、いろいろな条件を考えても無理かと思います

けれども、将来の住宅局を超えた大きな課題であるということは議事録等に残していただ
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くということで進めたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

【○○委員】  はい。 

【○○委員】  ありがとうございます。それでは、○○委員、お願いします。 

【○○委員】  どの程度の情報提供の制度にするかというところが、今回多分一番の問

題というか、課題ということになろうかと思います。もちろん一番フルフルのスペックを

考えれば、徹底的に調査して、徹底的にリフォームをしてということなのでしょうけれど

も、多分そこまでやろうと思ってもできないというのがあって、おそらく今回いわゆる既

存住宅の流通の活性化というところで考えているのは、本来であれば流通に乗るはずの建

物が、情報不足であることによって乗っていないというのを何とかしましょうというとこ

ろが一番大きいのだろうと考えています。そういう意味ではいろいろな委員の方がおっし

ゃっていますけれども、まずは買い主にとってわかりやすい制度であるということが必要

だと思っていて、その場合もどこかで割り切りをする必要が多分あるのだろうと思います。

どこで割り切るかというところが、今回の最大の論点になるところなのだろうと思います

けれども、私は、まずはインスペクションの問題が今回ありますので、瑕疵保険との連携

というところで、こういった性能を備えているというところをまず第一に考えるべきとい

いますか、押さえておくべきポイントなのかなと思っております。 

 ただ、買い主にわかりやすいという中で、瑕疵保険はわかりやすい指標の１つなのです

けれども、もう一つ多分ここでポイントがあって、良質な中古住宅を流通させるというと

ころからすると、この制度ができることによって、例えば建物の所有者、もしくはマンシ

ョンの所有者の方がもうちょっと頑張ってみようと、保有に当たって、頑張って維持する

ために手をかけようと思えるようになるというところも、もう一つ重要なのかと思います

ので、もうちょっと頑張ってみようというところで、何をプラスアルファにするのかとい

うところを考えておくのが１つの考え方かなと思います。あまりこれを徹底的にリフォー

ムしなければいけないとすると、それはなかなかつらいところがあるわけで、この制度を

活用しにくいというところもありますので、ちょっと頑張るというプラスアルファを何に

するのかというところで議論するのがいいのかなと思っています。 

 １つ、わからないことの払拭というところで、いろいろな現在の情報、過去の情報とい

うものをあるものは出すということは非常にいい考え方かなと思っております。あとは、

リフォームそのものをしたというところはなかなか難しいのですけれども、とりわけトイ

レとか水回りという見た目でわかるようなところについては、それこそ金額さえわかれば
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いい、ただ、そうではない、耐震性能を備えているとか、シロアリがいるかどうかなど瑕

疵保険とかかわる部分は、その制度とリンクすれば直すべきところは直してから売りまし

ょうという話も出てくるかと思いますので、そういったところで考えていく。 

 いずれにしても、まずはなるべく買い主さんにとってわかりやすい、例えばサイトに載

せるときも、この制度をクリアしているということがどういう意味なのかということが、

なるべくわかるようにしなければいけないというのもあるので、ある種の割り切りでぽん

ぽんと、これとこれとこれをクリアしていれば、この認証をとりますよという制度にした

ほうがいいかなと思います。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございます。事務局から何かありますでしょうか。 

【事務局】  今のお話で思いますのは、先ほどの皆さんのご関心のありました資料４の

５ページのところには２つの話があって、消費者が現に気にしていることというのと、先

ほどのインスペクション、あるいは履歴もそうかもしれませんけれども、本来気にしてい

ただいたほうがいいのだけれども、あまりお気づきになられていないところという２つが

あるので、今の時点での消費者のニーズに寄り添えばいいというものでは当然ないという

ことだと思います。先ほど委員にご指摘いただいたとおり、本来必要なところ、先ほどの

インスペクションなり瑕疵保険なりにリンクするようなところというのは完全に押さえる、

一方で、ほかのある程度消費者がそれなりに見ればわかるとか、そういうことについては

それなりの対応をする、そういう整理をしていく必要があろうかと思います。ご指摘を踏

まえて整理させていただきたいと思います。 

【○○委員】  ありがとうございます。今、○○委員のご発言を聞いていて思ったこと

があったので、私の意見を申し上げたいと思うのですが、何十年も前から例えばアメリカ

では、自分の住宅の資産価値を下げないためにしょっちゅうペンキを塗ったりとか、維持

管理をしているということが強く言われていて、日本ではそういうことが行われていませ

んねと。これは住宅のつくり方の違いもあるわけですけれども、そういうことが言われて

きて、やはりこういう制度で流通が促進されると、それぞれ持ち主の人が資産価値を下げ

ないためにいろいろ努力する、実はこれが究極的な目的の１つかなと今感じております。 

 日本は土地代が全てで、住宅、上物はむしろ撤去費用が、お金がかかると言われたぐら

いなのを、その価値を認めてやりましょうということ自体がこのことですけれども、その

ためには、やはり住まい手が価値を下げない努力をしていただくという風土に少し近づけ
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る、そのためにはどういう情報提供制度にしたらいいかという視点もぜひ入れていただけ

ればと思いますので、これは私の意見として申し上げます。 

 あと、ちょっと関連して、アメリカでは流通が盛んだと言われている背景には、アメリ

カの戸建て住宅は、戸建てといえども、コミュニティと彼らは呼んでいると思いますけれ

ども、住宅団地があって、その住宅団地を選択する、そこに選択が入っていて、その住宅

団地の中に入っている住宅は、ほぼ似たようなものが建っている、そのために流通がしや

すいということがあると思うのですね。 

 日本でも、一時期ハウスメーカーも含めて、郊外戸建て団地というのがかなりつくられ

た時期があります。そういうところは、今言ったようなことからすると、ほんとうは流通

しやすいはずなのですね、そういうところに建っている住宅は。ただ、多分ポータルサイ

トでも、そういう意味でのどういう形で供給された住宅なのかということは、あまり情報

としては流れていないかと思うのですが、そういう意味で同じ戸建て住宅であっても、い

ろいろなタイポロジーがあるということも、もう少し検討したほうがいいのかなと思いま

す。戸建て住宅団地の中には、ものすごく手入れされていて、すばらしい団地もあるわけ

ですし、無計画でやられている建て売り住宅もあるわけですので、その辺が情報提供の中

にもし何らかの形で入ると、より取得者にとってサービスがきいた情報提供になるかなと

私は感じました。 

 これで一通り委員からご発言いただいたわけですけれども、あと、２０分ほど時間があ

りますので、追加でこれはほかの委員の方の意見を聞いて、これは言いたいということが

きっと増えてきたと思うので、伺いたいと思うのですが、どうぞ、○○委員。 

【○○委員】  細かいところの質問かもしれませんが、資料５の１の（１）の③品質を

どのように保証するのかということで、既存住宅売買瑕疵保険、または自社による保証と

書いてございます。なぜ瑕疵保険ではないのかと僕は思っています。なぜ自社保証になる

のかというと、地方では、小さな会社が自社保証しますということはどこまでできるのか

ということも含めて、規模であるならば、これも差別になってしまいますし、宅地建物取

引業法改正で説明する場合に、どのように自社保証を説明するのかよくわかりませんので、

ほんとうになぜ自社保証を入れたのか、瑕疵保険ではだめなのかということが一つ。 

もう一つは、３ページの２の新しいイメージの既存住宅の供給体制の中で、（１）の①

でマッチング、これはすごく大事なところで、また②の不動産業者、検査事業者、リフォ

ーム事業者等との連携、これも大事で、これは一番の根本だと思っておりますが、（２）の
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既存住宅流通団体が１０万社いて、その中に事業者が何件かいたとした場合に、その支援

をする場合どうしていくのか、あるいはどのように検証したらいいのか、まだ数がそろっ

ていないところ、あるいは各４７都道府県でどのように連携していくのか、あるいはどう

やって支援をしてあげるのかということがありますので、登録制も含めて、その団体に求

めるものは何なのかと、そう感じております。この２点です。 

【○○委員】  ありがとうございます。これはお答えいただいたほうがいいと思います。

事務局、お願いします。 

【事務局】  まず１点目の資料５の１ページ、１番の（１）の③のところ、なぜ瑕疵保

険と自社による保証と両方書いてあるのかということなのですが、まさに保証する能力が

ないところが、いやいや、うちが保証しますよというのでは、実際には何かあった場合の

保証にならないと思いますので、瑕疵保険に入っていれば、まず制度的には安心であろう

というのが１点。 

 ただ、一定かなり規模の大きなところで瑕疵保険に匹敵するような保証ができるところ

があるとすれば、並びで見るということもできるだろうかということで、論点としては並

べて書いて、今回検討しようということでございます。 

 それと、もう一つ、３ページの大きな２番の（２）の②のところですね。事業者に対し

てどういう支援があり得るのかということですが、これはまさにここに書いてありますよ

うに、例えば上で書いてありますような事業者間の連携のサポートをしてあげるですとか、

今ご指摘のありました研修、特に売り方の研修として、どんな情報を消費者が欲しがって

いるのかみたいなところも、お気づきになっていないところもあるかもしれない、個々の

事業者がお気づきになっていないところをお知らせするようなことですとか、あるいは途

中でご紹介させていただきました住宅ストック維持・向上促進事業でございますような、

消費者の方が買いやすい仕組みをつくる、こういう仕組みがありますよと事業者の方にも

情報として知っていていただいて、お客様に勧めていただくということを団体でお手伝い

していただくということが考えられるかなと思います。 

【○○委員】  ありがとうございました。ほかにご意見はいかがでしょうか。お願いし

ます。 

【○○委員】  今日の議論をお聞きしまして、いろいろご意見もわかるのですけれども、

結局どういう名前の商標がつくのかがわからない、そういった意味ではまだ議論もされて

いないものですから、例えば一定レベルの品質といった場合も、何という商標をつけるか
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ら、例えばこれは安心というのだったら、それに匹敵する品質なのかどうか、それに応じ

て変わってくると思っております。その辺が段取り、順番、議論の進め方かと思いますけ

れども、もし安心だとか、プレミアムということであれば、いろいろと求められる品質は

高くあるべきではないかなと、もしくは出すべき情報もいろいろな情報開示もレベルが上

がってくるのではないかと思っております。 

【○○委員】  ありがとうございます。名称についてはぜひともご議論いただきたいと

思っておりまして、一番最初にご説明がありましたように、事前のいろいろなところへの

ヒアリングでは、すこぶる評判が悪かったということのようですが、やはりプレミアムと

いう言葉は差別化で、特に高いものを差別化して売ろう、流通させようという言葉で、こ

こで狙っているのは、もっともっと既存住宅を幅広く流通させようということですから、

むしろ不良ではないものということなのだと思うのです。これについては、あとこの会議

は２回ぐらいしかないのだと思うので、最終のときには、そのときでも仮称はつくのでし

ょうけれども、別の名称が出ているということが必要だと思いますし、今、委員が言われ

たように、その名称に応じてどういう項目を重点に置いてチェックするか、認定するかと

いうことになろうかと思いますが、これについてご意見はいかがでしょうか。 

 僕、ちょっと伺いたいのですけれども、これも僕が少し考えたのですけれども、例えば

不良ではないという意味からすると、適格住宅という言葉があるかなと思ったのですけれ

ども、ただ、基準法で不適格という言葉を使っていて、消防法などでも丸適マークとか、

いろいろ言うので、適格という言葉は使ってはいけないのですかね。 

【事務局】  ものすごく実は議論してきた部分でございまして、丸適という案も途中で

はございました。まさにご指摘のとおり、基準法とのかかわり方、消防法とのかかわり方

はどうなのだというところがございまして、まだ悩んでいる途中でございます。 

【○○委員】  これはこの場でなくても、何か夜中に思いついたことでもあれば、事務

局にメールで、こんな案はどうということをおっしゃっていただけたらと思います。こう

いう場で議論してもなかなか出てくるものではないと思いますので。 

【○○委員】  済みません、一応私なりは案がありまして、今、宅地建物取引業法の見

直しなどで、インスペクションを国交省がどんどん進められようとされている部分もあり

ます。それと、今回はインスペクションして、リフォームしましょうということなので、

インスペクションＲ住宅というのが、私なりには一番フィットするなとは考えております。

素直にそのまま言うとそういうことになります。 
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【○○委員】  ありがとうございます。○○委員の提案としては、インスペクションＲ

住宅、ちょっと長過ぎるような気もしますけれども、こういう形で、この場でなくてもぜ

ひ思われたことがあれば、お知らせいただきたいと思います。ほかにいかがでしょうか。 

 今日、ほんとうにいろいろ有益なご意見をいただいたと思いますけれども、さらに加え

て、これを言っておいたほうがいいと思われることをぜひお願いします。○○委員。 

【○○委員】  まず、最後に言われるのかもしれませんが、この後のスケジュールで、

第２回、第３回があるのかわからない、どこでどういうことが決まっていけばいいのかと

いうことが事前にある程度の目星があれば、我々も事業者内である程度意見をまとめたり、

実装できるのか議論ができる。それを教えていただきたいというのがまず１つの要望でご

ざいます。 

 あともう一つは、先ほどとは論点がずれるのですが、買取再販の物件と買ってリフォー

ムの物件は、結構評価が難しいという話がありました。今はマンションの価格を中心に少

し価格が都市部では上昇しているので、買取再販ビジネスも、マンションを中心に比較的

順調に伸びているところかと思いますが、万が一今後価格が下落局面になったときには、

買取再販ビジネスというのは、ビジネスモデルとしては買ったときより売ったときの値段

が下がってしまうわけですから、なかなか難易度が高い。 

 もう一つは、戸建て住宅における買取再販ビジネスというのが成立し得るのかというこ

とですが、先ほど委員の話もありましたが、新築住宅が極めて合理的に安く建てられると

いう日本独特のシステムがあるがゆえに、マンションほど一般化していかない、つまり結

構リスクが高いわりにお金もたくさんかかって、しかも品質差がマンションよりも大きい

部分を埋めていけるだけの事業の安定感というのはなかなか難しい、そうすると、これを

考えていく上で一番難しいところは、やはり戸建て住宅を買ってリフォームみたいなとこ

ろが最も多分難易度の高い部分になるのかなと認識しております。 

 その上で、今度ポータルサイト側の見方からすると、中古物件を買ってリフォームだっ

たら、リフォーム後の姿というのは特にどうあっても自由なわけですから、広告で表現す

ることはなかなか難しいわけです。 

 逆に買取再販はぱっと変わっているので、ぱっと写真で、おお、よくなったとわかる。

ですけれども、ここの部分をどのように表現していくかということをもう少し詰めて議論

しなければならないかなと思っています。例えばこれは公取の表現ルールとの兼ね合いも

出てくるわけですけれども、今はこの状態だけれども、私どもの会社で買った後のリフォ
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ームでこのような形でリフォームをした結果、こう生まれ変わった物件がございますとい

うものを、どのように広告表現の中に取り込んでいくことをよしとするかというのは、結

構大きなポイントかなと思っています。かといって、全く夢のようなプランを出されると、

それはそれで消費者誤認を催すだろうと。だけど、全くその表現をだめよとしてしまうと、

見た目、見たままでテンションが上がるかというと、上がらないという問題があります。

ですので、特に戸建て住宅における買ってリフォームのリフォーム後の姿というものの表

現手法の規律規定みたいなものを、誤認を与えない範囲の中でどのように整備していくか

ということは、かなり情報を消費者に伝えていくという意味では、重要なポイントかなと

思っておりますので、ぜひその点を１つポイントとして加えていただけたらいいかなと思

っております。 

【○○委員】  大変重要なご指摘、ありがとうございます。ただ、今言われたことを、

例えば国土交通省としてこうしろというのはなかなか言いにくい面もあろうかと思います

けれども、そういうことをちゃんとやっている例えば団体について、そういうことはいい

ことだよねという言い方をするのかなという気もしますけれども、大変有益なご指摘、あ

りがとうございます。 

 それからスケジュールについては、いつもと同じように残り５分でとなっているのです

けれども、今お話があったように、残り５分で日にちだけ言うのではなくて、１０分ぐら

い、その思いも含めてスケジュールのことをお話しいただきたいと思うので、そうすると、

あと５分ぐらいまだご意見を伺う時間がありますけれども、いかがでしょうか。お願いし

ます。○○委員。 

【○○委員】  資料５の論点の１の（１）不安の払拭についてですけれども、既存住宅

売買瑕疵保険では、耐震性と構造上の不具合がないことと、それから有資格者、建築士に

よる検査、及び確認済証が確認できない場合には建築士による耐震の証明というものを求

めていますので、一石四鳥、五鳥ぐらいにあるわけなのですけれども、この中にシロアリ

被害がないというものがありまして、これは結構瑕疵保険では、例えば床下点検孔からの

ぞく程度で本格的にはやっていません。現実、木造住宅の築年数の長いものにおいては、

大事なことかと思いますが、これをやる、やらないで結構手間とかコストが変わってくる

可能性があると思います。 

 それから宅地建物取引業法の改正で、建物状況調査というものが既存建築物の売買のと

きに、その有無、概要を説明することになっていますけれども、ここでの狙いというのは、
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建物状況調査との関連というか、さらにプレミアムということで、よりプラスアルファを

目指しているのか、その辺について整理、もしくはお考えがあれば伺いたいなと思ってい

ます。 

【○○委員】  今の点はいかがでしょうか。 

【事務局】  まず、シロアリの関係でございますけれども、これも今日に至るまでのヒ

アリングの中で、シロアリについても検査、ないしは対応してありますよということを情

報提供してはどうだろうか、あるいは要件に加えてはどうだろうかというご意見がござい

ました。まさにどこから始めるのか、どこまでとりあえずハードルを設定するのかという

ところに依ってくるかなと思っております。 

 先ほど○○委員からのご発言でもございましたが、フルスペックであれば、それにこし

たことはないのですが、コストとの兼ね合い、手間との兼ね合いもあるということですの

で、将来的にハードルを上げていく前提で、ここから始めようというところの見きわめを

する必要があるのかなと思っております。 

 それから２番目の建物状況調査とのかかわりでございますけれども、建物状況調査は瑕

疵保険に入るに当たって行う事前の検査とほぼ同等ということでございますので、そこの

あたりがまずベースになってくるだろうと思います。プラスアルファで検査をしたところ

については、少なくとも当初は情報提供していただくという形の仕切りになるのかなと思

います。 

【○○委員】  ありがとうございます。インスペクションのガイドラインのときもシロ

アリのことをどうするかという議論があったかと思います。それ自体はなかなか難しくて

も、これはさっきの年代論とも深く関係しますが、昔の何もしていない地盤面が床下にあ

るのか、防湿シートがあるのか、捨てコンが打ってあるのか、べた基礎なのかで実態のシ

ロアリ被害が全然違うと思うのですけれども、あまりそういうことは情報提供されません

よね。というか、消費者が見ても、防湿シートなのか捨てコンなのかでどれだけ違うのか

というのは関心もないでしょうし。ただ、そういうのがだんだん情報として入ってくれば、

逆にシロアリ被害がどうかということよりも、住宅そのものの意味としては違うかなとい

う気も、私は個人的にはします。なかなか難しい点もあろうかと思いますけれども、その

辺は十分ご検討いただけたらと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。そうしましたら、スタートも少し早か

ったですので、２時間に迫ってまいりましたので、ここでいろいろ有益な議論をいただい
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たということで、第１回の検討会の議論は終了したいと思います。 

 そこで、次回のスケジュールとここには書いてありますけれども、これからの進め方も

含めて、次回のスケジュール等についてご説明いただきたいと思います。 

【事務局】  長時間のご議論ありがとうございました。１０分間お時間を頂戴しました

が、そんなには要らないと思いますので、思いとスケジュールとをお話しさせていただき

ます。 

 まず、スケジュールにつきましては、個別の委員の皆様にはお伝えさせていただいてお

りますが、全部で３回を予定しております。本日が１回目、２回目は１月２３日１３時か

ら、この同じ会議室でと考えております。それから３回目は２月２８日の１０時から、ま

たこの同じ会議室でということで、この３回でご議論いただこうと思っております。 

 次回では、あるいは第３回は何をお示しするかということですが、次回でまず今日いた

だいたさまざまなご意見、それから関係するプレーヤーの方々に、いま一度ヒアリングに

お伺いしたいと思います。買取再販なさっている方、仲介なさっている方、リフォームな

さっている方、戸建て、共同、さまざまなお立場があるかと思いますので、ご意見を伺い

にまいりたいと存じます。 

 それと、今日ご指摘がございました広告の出し方は、不動産広告の関係団体にもお話を

お伺いに行く必要があろうかと思っております。また、消費者団体の方などにもお話を聞

くべきではなかろうかというところを事務局では考えているところでございます。この点

につきまして、委員の皆様から、ここにも話を聞いておいたほうがいいよということがご

ざいましたら、ぜひ事務局宛てにご推薦を賜れればと考えております。 

 その上で、今日は論点ということで、フリーでご意見をいただくということで開会させ

ていただきましたけれども、次回にこの制度の骨子、私どもとして、こういう方向でいか

がでしょうかというところの骨子を次回お示しできればと考えております。 

 その中では、なかなか悩ましいところも多いのですけれども、先ほどの見切りのつけ方、

こういった形で制度をスタートして、徐々にステップアップしていくというところの考え

方もお示しできればなと思います。 

 そして、当然さまざまご意見を賜ることにまたなると思いますので、その上で第３回に

制度の案という形でお示ししていただいて、最終ご議論いただければと考えております。 

 それと、今日一通りご意見を頂戴いたしましたが、後ほど思いついたことがございまし

たら、ぜひ事務局宛てにお寄せいただきたいと思います。特に先ほどございました名称に
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つきましては、私どもは実は１年近く悩んで、まだこれだというのがなくて、ぜひ思いつ

かれたところがございましたら、ご意見をいただければと考えております。 

 事務局からは以上でございます。 

【深尾座長】  それでは、これで第１回を閉じたいと思いますけれども、よろしいでし

ょうか。 

 今日は、朝早くからほんとうにありがとうございました。 

―― 了 ―― 


